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防衛事業適合事業者契約を締結する場合における履行中の秘密

情報等の保全に関する特約条項の変更要領について（通達）

標記について、別紙のとおり定め、令和７年７月１日から適用することと

したので通達する。
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別紙

防衛事業適合事業者契約を締結する場合における履行中の秘密

情報等の保全に関する特約条項の変更要領

第１ 趣旨

この要領は、防衛事業適合事業者制度等に関する訓令（令和７年防衛

装備庁訓令第１９号。以下「訓令」という。）第１３条第３項の規定に

基づき事業者と防衛事業適合事業者契約（以下「適合事業者契約」とい

う。）を締結する場合において、既に当該事業者と締結した他の契約

（以下「個別契約」という。）に付帯する秘密情報又は保護すべき情報

の保全に関する特約条項（以下「特約条項」という。）を、適合事業者

契約の契約条項に変更する場合の要領について定めるものとする。

第２ 用語の定義

この要領において用いる用語の意義は、訓令に定めるもののほか、次

の各号に定めるところによる。

⑴ 地方防衛局調達部長等 北海道防衛局調達部長、北関東防衛局装備

部長、南関東防衛局調達部長、近畿中部防衛局調達部長、中国四国防

衛局調達部長、沖縄防衛局調達部長、東海防衛支局長、長崎防衛支局

長、東北防衛局郡山防衛事務所長、北関東防衛局宇都宮防衛事務所

長、近畿中部防衛局舞鶴防衛事務所長、近畿中部防衛局東海防衛支局

岐阜防衛事務所長及び中国四国防衛局玉野防衛事務所長をいう。

⑵ 契約担当官等 防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓

令第１０８号）第２条に規定する契約担当官等をいう。

第３ 個別契約の特約条項の変更手続

⑴ 防衛装備庁装備政策部装備保全管理課長（以下「装備保全管理課

長」という。）は、訓令第１３条第３項の規定に基づき事業者と適合

事業者契約を締結する場合において、当該事業者が、個別契約の特約

条項を適合事業者契約に変更することについて承諾する意思がある場

合は、当該事業者に対し、別記様式第１による申請書（以下「承諾申

請書」という。）を、地方防衛局調達部長等を経て提出させるものと

する。

⑵ 承諾申請書の提出を受けた装備保全管理課長は、適合事業者契約を

締結した後、当該契約書の写し及び承諾申請書の写しを契約担当官等

に送付するものとする。

⑶ 契約担当官等は、承諾申請書の内容に疑義のない場合は、当該申請

書を受理した日をもって、個別契約の特約条項を訓令第１３条第５項

又は第７項に基づく特約条項に変更したものとして取り扱うものとす

る。

⑷ 契約担当官等は、保護すべき情報に係る個別契約について、前号の

取扱いをする場合は、装備品等及び役務の調達における情報セキュリ

ティの確保のための措置の細部事項について（装装保第４２０８号。



令和５年３月１４日）第３項第５号の規定に基づき指定した監査官に

ついて、別記様式第２により監査官の指定を解除するものとする。た

だし、中央調達については、物別官又は物別室長が通知することがで

きるものとする。

第４ その他

この要領の実施に当たり疑義が生じた場合は、装備保全管理課長又は

各契約担当官等と協議するものとする。



別記様式第１

発 簡 番 号

発 簡 年 月 日

防衛装備庁長官 殿

（装備政策部装備保全管理課長気付）

（契約事業者）

防衛事業適合事業者契約を締結する場合における履行中の秘密

情報等の保全に関する特約条項の変更について（申請）

標記について、下記のとおり申請する。

記

弊社と防衛装備庁の間で締結した付紙に掲げる契約に係る秘密情報等の

保全に関する特約条項について、これを防衛事業適合事業者制度等に関す

る訓令（令和７年防衛装備庁訓令第１９号）第１３条第５項又は第７項の

規定に基づく特約条項に変更することについて、承諾します。

別添：防衛事業適合事業者契約に変更を承諾する契約リスト



付紙

防衛事業適合事業者契約に変更を承諾する契約リスト※１

NO 調 達 要 求
契約品名 対象事業所名

担当物別 担当地方
備考※２

番号 官室 防衛局

※１ 秘密情報に係る契約と保護すべき情報に係る契約は、別葉とする。ま

た、秘密情報及び保護すべき情報を取り扱う契約については、それぞれ

記載するものとする。

※２ 特別防衛秘密、特定秘密、装備品等秘密の別を記載する。



別記様式第２

発 簡 番 号

発 簡 年 月 日

（監査官の所属長）

殿

装備政策部装備保全管理課長

（契約担当官等）

監査官の指定の解除について（通知）

標記について、防衛事業適合事業者契約を締結する場合における履行中の

秘密情報等の保全に関する特約条項の変更要領について（装装保第１２５４

６号。令和７年６月３０日）別紙の第３第４号の規定に基づき、下記の契約

に係る監査官の指定を解除する。

記

番 契約相手方名
調達要求番号 契約品名 備 考

号 監査対象事業所名

添付書類：防衛事業適合事業者契約に変更を承諾する契約リスト


